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全国産業安全衛生大会 名古屋で 10月 28 日から 30日まで開催 
安全課 

☎052-972-0255 

 

 全国産業安全衛生大会は、事業場の経営者、産業安

全、労働衛生スタッフ、管理・監督者、産業保健スタ

ッフなどの働く職場の安全衛生に関わる関係者約1万

2 千人が地元愛知をはじめ全国から集まり、産業現場

での災害ゼロをめざし、犠牲者を出さないという決意

を新たにする国内最大の安全衛生イベントです。 

 主催は中央労働災害防止協会で、厚生労働省も後援

しています。 

開催期間は 10 月 28 日（水）から 30 日（金）の 3

日間で、愛知県体育館、名古屋国際会議場ほか名古屋

市内の各会場で集会や分科会が行われ、愛知労働局も

「緑十字展 2015－働く人の安心づくりフェア」にブ

ースを出展予定であり、公募した安全衛生事例を展示

します。 

 本大会の名古屋での開催は2003年（平成15年）以

来、12年ぶりとなります。 

職場の安全衛生活動の活性化のため、ぜひ安全衛生

担当者等が積極的に参加されることを望みます。 

 
 

 
 

3/6(金) 
13：30～ 

17：00 
障害者雇用推進セミナー 

名古屋国際会議場 

レセプションホール 

職業対策課 

052-219-5507 

3/16(月) 
14：00～ 

16：00 

最近の労働法制等の説明会 

住友生命名古屋ビル 

２３F 大会議室 

監督課 

052-972-0253 

3/18(水) 
14：00～ 

16：00 

刈谷市産業振興センター 

小ホール 

3/20(金) 
14：00～ 

16：00 

豊橋市民センター 

多目的ホール 

3/23(月) 

10：00～ 

12：00 
住友生命名古屋ビル 

２３F 大会議室 14：00～ 

16：00 

 

 

 

 

～ 今後予定している主なイベントについて ～ 

 編集・発行 愛知労働局 総務部 企画室 
  〒４６０－８５０７ 名古屋市中区三の丸２丁目５番１号（名古屋合同庁舎第２号館２階） 
  ＴＥＬ（０５２）９７２－０２５２    ＦＡＸ（０５２）９６１－５７９８ 
  ＜ホームページ＞ http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 

1 
 

３月 

毎月第三稼働日 発行 

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
25/10

月
１１月 １２月 26/1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

求人 125232 73936 89563 112796 129456 147893 147745 150984 152789 151613 154599 153928 155005 156233 156453 151769 150354 146540 147490

求職 98627 144179 127603 119946 113518 106033 105281 103758 101846 102018 101031 99491 99478 99751 99602 99137 99115 98804 98042
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最近の雇用情勢 平成２７年１月 
職業安定課 

☎052-219-5578 

 

 

 

 

 

 

 
○ 有効求人倍率（季節調整値） １．５５倍 
・２か月連続で前月を上回った。 
・有効求人数は増加（前月比１．０％増）、有効求職者数は減少（前月比０．７％減）。 
○ 新規求人倍率（季節調整値） ２．３８倍 
・３か月連続で前月を上回った。 
・新規求人数は増加（前月比３．１％増）、新規求職者数も増加（前月比１．２％増）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

項目 当月 前年同月 対前年同月比 

新規 

求職者数 
23,193 人 25,582 人 9.3% 減 

月間有効 

求職者数 
87,193 人 93,979 人 7.2% 減 

新規 

求人数 
57,610 人 58,556 人 1.6% 減 

月間有効 

求人数 
144,524 人 150,415 人 3.9% 減 

厚 生 労 働 省 

 最近の雇用情勢 平成２７年１月                 ・・・１ 
 愛知「働き方改革」共同宣言を採択               ・・・２ 
 労働契約法の特例について                  ・・・２ 
 山本かなえ厚生労働副大臣が外国人技能実習生制度の実態を視察 ・・・３ 
 女性管理職と愛知労働局長で座談会              ・・・３ 
 全国産業安全衛生大会 名古屋で10月 28日から30日まで開催  ・・・４ 
 今後予定している主なイベントについて                 ・・・４ 

有効求人倍率は２か月連続で上昇 緩やかな改善が続く 
有効求人倍率（季節調整値） ⇒ １．５５倍 対前月＋０．０２ポイント 

新規求人倍率（季節調整値） ⇒ ２．３８倍 対前月＋０．０５ポイント

求人倍率の状況 

1.27 

0.51 

0.70 

0.94 

1.14 

1.39 1.49 1.53 1.55 1.55 
1.57 1.57 1.54 1.52 1.49 1.51 1.51 1.53 1.55 

1.64

0.93

1.16

1.49

1.76

2.17
2.24

2.34 2.38 2.36 2.34 2.37
2.2

2.3 2.33 2.29 2.3 2.33
2.38

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
(倍）

【原 数 値】

【 季 節 調 整 値 】

有効求人倍率

新規求人倍率

【求人倍率の推移】



2 
 

 

愛知労働局では、これまでの勤務環境を見直

し、労働者の生活スタイルや家庭責任、地域貢

献等に対応できる多様な働き方・効率的な働き

方に改める「働き方改革」を推進するための取

り組みを進めてきたところですが、この度、2

月 4日、愛知県や主要労使経済団体とともに、

「愛知『働き方改革』に向けた共同宣言」を採

択しました。現在、各企業の取り組みを促進し、

先進的な事例を紹介するなどの活動を通じ、こ

の共同宣言に賛同いただける自治体や各団体

を募集しています。 

 

詳しくは、           を検索してく

ださい。 

 

①特例の対象者 

 Ⅰ）「５年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を

有する有期雇用労働者 

 Ⅱ）定年後に有期契約で継続雇用される高齢者 

②特例の効果  
特例の対象者について労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間（現行５年）を延長 

・Ⅰの者：一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間（上限：１０年） 
・Ⅱの者：定年後引き続き雇用されている期間 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知「働き方改革」共同宣言を採択 
労働時間課 

☎052-972-0254 

労働契約法の特例について 
監督課 

☎052-972-0253 

◎無期転換ルールの特例の

適用には、対象労働者に応じ

た適切な雇用管理に関する

事項について計画を作成し、

厚生労働大臣（労働局）に申

請して認定を受ける必要が

あります。 
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愛知県は、全国で最も多い約 3千人の外国人技能実習生が就労している県であり、 

山本副大臣は、こうした愛知の実態を把握するため、2月 9日に 

豊田合成(株)稲沢工場と愛知労働局を訪問しました。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性活躍を進めるヒント！！ 

県内６企業 女性管理職と愛知労働局長で座談会 
 企業における女性の活躍推進の気運を醸成していくため、平成27年 2月 5日（木）、県内主要企業の

女性管理職6人の方々と労働局長とで座談会を行いました。 

参加者は、製造業、ホテル業、小売業、総合商社、人材派遣業など多岐にわたり、各企業が抱える 

課題や今後の取組が話し合われました。 

女性の活躍のためには、 

①経営者の意識改革、②女性が40年間働くことを前提としたキャリア形成、 

③多様な働き方での活躍の評価、④男女ともに働きながら育児と介護を両立できる社会環境作り 

がキーポイントでした。 

詳しくは愛知労働局ＨＰなどをご覧ください。（http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

山本かなえ厚生労働副大臣が外国人技能実習生制度の実態を視察 監督課 

☎052-972-0253 

女性管理職と愛知労働局長との座談会 
雇用均等室 

☎052-219-5509 

 
外国人技能実習生を含め、外国人の雇入れおよび離職の際

には、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出るこ
とが必要となります。更に、事業主の方が遵守すべき法令や、
努めるべき雇用管理の内容などが盛り込まれている「外国人
労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処する
ための指針」に沿って職場環境改善に取り組んでください。 

 

愛知県内では、中国、ベトナム、

タイ、インドネシア、フィリピン

の国籍の方が多く、産業・地域は、

三河地域の自動車関連産業及び

農業、尾張地域の繊維産業に多く

の技能実習生が就労しています。 

愛知労働局では、外国人技能実

習生の適正な労働条件の確保を

重点に取り組んでいますが、平成

25年度には実習実施機関211事

業場に対し監督指導を実施し、こ

のうち79.1％の 167事業場に労

働基準関係法令違反が認められ

ました。外国人技能実習生を就労

させる場合には、一般の労働者同

様に、労働関係法令を守る必要が

ありますのでご留意願います。 

 

技能実習生の就業実態 

外国人を雇入等の際には 

豊田合成では、技能実習生が実習を行う樹脂部品製造ラインなどを視察し、

実習生とも直接会話を交わしました。愛知労働局では、外国人技能実習生の労働条件確保のため監

督指導等を担当する職員と、実習生の労働環境の実態について、意見交換を行いました。 

副大臣視察 


